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令和６年度 

「少年の日」「家庭の日」普及啓発作品コンクール募集要項 

   
１ 趣  旨 
   元気で活力のある２１世紀の群馬県を創造するためには、未来への希望を託す貴重な存在であ

り、２１世紀の群馬県を形成する青少年の健全育成が重要な課題です。 
   このため群馬県では、昭和４０年度から毎月第１日曜日を「家庭の日」と定め、青少年の健全

育成のための県民運動を推進しています。 
   また、青少年自身が自らの行動に責任を持つとともに、社会の一員としての自覚を深める日と

して、昭和５８年度から毎月第１土曜日を「少年の日」と定め、「家庭の日」と連動した県民運
動を展開しています。 

   そこで、「少年の日」「家庭の日」の一層の普及・徹底を図り、青少年をよりよく育てるため
に、この日にちなんだ絵画・ポスター及び標語を募集します。 

                                               
２ 主  催  群馬県、群馬県教育委員会 
 
３ 後  援   群馬県警察本部、群馬県青少年育成推進会議、群馬県ＰＴＡ連合会、群馬県女性団

体連絡協議会、ぐんま地域活動連絡協議会、群馬県防犯協会、上毛新聞社、朝日新
聞前橋総局、毎日新聞前橋支局、読売新聞前橋支局、産経新聞前橋支局、東京新聞
前橋支局、日本経済新聞社前橋支局、共同通信社前橋支局、時事通信社前橋支局、
ＮＨＫ前橋放送局、群馬テレビ、エフエム群馬 

 
４ 参加協力  各市町村、各市町村教育委員会、青少年育成団体 
 
５ 応募資格 
  (1) 絵画・ポスターの部 
   ア 絵  画 小学生 
   イ ポスター 中学生 
  (2) 標語の部 
   小学生（４年生以上）、中学生、高校生、一般の方 
 
６ 応募規定 
  (1) 絵画・ポスターの部 
   ア 内 容 
     ・「少年の日」--青少年の健全育成に役立ち、また、青少年自身が自らの行動に責任を持

ち、社会の一員としての自覚を深められるもの。 
           （例  スマートフォン等の適正な利用をよびかけるもの、あいさつ運動、地

域での伝統行事やボランティア活動への参加、スポーツ活動等） 
     ・「家庭の日」--家庭の様子を題材にした健康的で明るいもの、又は「家庭の日」にどこか

へ行った時のこと。 
           （例  スマートフォン等の適切な使い方と家族団らんの大切さを伝える内容

のもの、家庭内でのイベントや家族との会話、外出、食事の様子等） 
   イ 用 紙 
    ・画用紙「四つ切り」（３８×５４㎝）のもの。 
   ウ 材 料 
    ・クレヨン、水彩絵の具、ポスター用絵の具のいずれかを使用してください。 
   エ 留意点 
    ・絵画には、標語等を記入しないでください。 

・ポスターの題字には、次の４種類の中からいずれかを選んで記入し、それ以外記入しない
でください。 

「少年の日」 、 毎月第１土曜日「少年の日」 
「家庭の日」 、 毎月第１日曜日「家庭の日」 

・別記様式１の絵画・ポスター応募用紙に必要事項を楷書で記入のうえ、作品の裏面、横置
きの右肩に貼付してください。名前には、ふりがなを付けてください。 

 
  (2) 標語の部 
   ア 内 容 

「少年の日」「家庭の日」の内容がよくわかり、その内容を強くアピ－ルするもの。 
   イ 形 式   

・形式は問いません。 
・作品は一人１作品とし別記様式２の標語応募用紙に記入して提出してください。 
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     なお、一般の方については、はがき等に別記様式３で記入して応募してください。 
    (3) 応募点数の限度 
    児童・生徒の応募点数については、次のとおりとします。 
     絵画・ポスターの部 各学年５点以内、標語の部 各学年５点以内  
    なお、各学年で取り組まれた作品の総数について、別記様式５の応募数一覧表に記入してく

ださい。 
  (4) そ の 他 
    小・中学生は、絵画・ポスター及び標語の両部門に応募することができます。 

   ただし、絵画は小学生、ポスターは中学生が対象であること、また、標語は、小学４年生以
上であることに注意してください。また、応募点数の制限にも注意してください。 

 
７ 応募方法 
  (1) 市町村立学校 

 各学校で取りまとめ、別記様式４の応募者一覧表と別記様式５の応募数一覧表を作成し、
各市町村教育委員会に提出してください。 
 各市町村教育委員会は、別記様式６及び別記様式７の応募総数一覧表を作成し、各学校か
ら提出された応募者一覧表及び応募数一覧表を添付のうえ、群馬県生活こども部私学・青少
年課に提出してください。 

  (2) 国立、県立、組合立及び私立学校 
 各学校で取りまとめ、別記様式４の応募者一覧表と別記様式５の応募数一覧表を作成し、
群馬県生活こども部私学・青少年課に提出してください。 

  (3) 一般 
 はがき等に、別記様式３の標語応募用紙の様式により、「作品（標語）」「住所」「電話番
号」「氏名」「年齢」を記入のうえ、応募してください。なお、各館、各所、各署、各施設、
各課（室）等でとりまとめて応募する場合は、別記様式８の応募者一覧表を作成のうえ、添付
して応募してください。 

  （4）個人での応募 
    上記の（1）、（2）に在籍する児童・生徒で学校単位では応募をしない場合には、個人で 
   応募してください。 
    個人で応募する場合は、「作品タイトル又は標語」「住所」「電話番号」「学校名・学年」 
   「氏名（ふりがな）」「年齢」「保護者氏名」を記載して、作品を下記の応募先に郵送又は持 
   参してください。 
 
８ 応 募 先 
   〒３７１－８５７０ 前橋市大手町１－１－１ 
   群馬県生活こども部私学・青少年課青少年育成係あて 
      
９ 締 切 日 
   令和６年６月１０日（月）到着分までとします。 

  ただし、市町村立学校については、令和６年６月３日（月）までに各該当市町村教育委員会へ
提出してください。 

 
10 選考と表彰                              
  (1) 選 考 

 審査は、主催者の委嘱した審査員により入賞・入選作品を選考します。 
 審査結果は、各市町村教育委員会を通じて各学校に通知します。 
 一般の方については入賞・入選者のみ本人あて連絡いたします。 

  (2) 表彰等 
 入賞者のうち、最優秀賞受賞者には賞状・記念品を、金・銀・銅の各賞受賞者及び入選者に
は賞状を授与します。なお、最優秀賞受賞者については、令和６年１１月３０日（土）に開催
の群馬県青少年育成大会にて表彰します。 
 詳しくは後日、追って連絡いたします。 

 
11 そ の 他 
   (1) 応募書類に記載された個人情報は、審査委員会が行う入賞・入選作品の選考及び本事業の運営

に関する目的にのみ使用します。ただし、入賞・入選作品の個人情報の一部（氏名、在籍校、学
年）については、関係機関に配布する作品集等に使用します。また、提出書類に記載された個人
情報を、別の目的で使用する必要が生じた場合は、別途、本人の了解を得ることとします。 

    なお、提出書類は、原則として返却しませんので、あらかじめご了承ください。 
  (2) 絵画・ポスターの応募作品は、原則返却いたします。 
  (3) 応募作品の著作権は、群馬県に帰属します。 
  (4) 応募作品は、広報資料の作成等に活用させていただきます。 
   (5) 入賞・入選作品は、群馬県ホームページにて公開します。 


